
○介護老人福祉施設（長期入所）利用料金表 Ｒ5.4.1現在

多床室 単位　円
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ ※1　個別機能訓練体制加算Ⅱについては１ヶ月２０円の算定となります。

サービス費Ⅱ（基準料金） 573 641 712 780 847 ※2　科学的介護推進体制加算Ⅱについては１ヶ月5０円の算定となります。

個別機能訓練体制加算Ⅰ 12 12 12 12 12 ※　介護職員処遇改善加算については、介護サービス費単位合計の８．３％、

個別機能訓練体制加算Ⅱ ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 　　介護職員等ベースアップ等支援加算については、介護サービス費単位合計の

精神科医師定期的療養指導 5 5 5 5 5 　　１．６％となりますので、下記の加算が生じた場合は、その加算分も含めた

看護体制加算Ⅰ2 4 4 4 4 4 　　合計で算出されます。

夜勤職員配置加算Ⅲ２ 16 16 16 16 16

科学的介護推進体制加算Ⅱ ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※上記料金に加えて下記の項目が加算される場合がございます。

日常生活継続支援加算 36 36 36 36 36 ●初期加算　　　　１日３０円

介護職員処遇改善加算Ⅰ 54 59 65 71 76 ●療養食加算　　　１日3食を限度とし1食につき6円

介護職員等ベースアップ等支援加算 10 11 13 14 15 ●外泊時費用　　　１日２４６円

サービス費合計 710 784 863 938 1,011

食費 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 ※１ヶ月（３１日）で計算しています。

居住費 855 855 855 855 855

１日あたり利用料金合計（１割負担） 3,010 3,084 3,163 3,238 3,311 ※利用者負担限度額認定証をお持ちの方は、段階に応じて食費、居住費がお安く

　　　　　〃　　　　　（２割負担） 3,720 3,868 4,026 4,176 4,322    なります。

　　　　　〃　　　　　（３割負担） 4,430 4,652 4,889 5,114 5,333 単位　円

１ヶ月あたり利用料金合計（１割負担） 93,380 95,674 98,123 100,448 102,711 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

　　　　　　〃　　　　　（２割負担） 115,460 120,048 124,946 129,596 134,122 食費 300 390 650 1,360

　　　　　　〃　　　　　（３割負担） 137,540 144,422 151,769 158,744 165,533 居住費 0 370 370 370

個室 単位　円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ ※医療費や嗜好品、栄養補助食品、理髪代などは、全額実費となります。

サービス費Ⅱ（基準料金） 573 641 712 780 847 　なお、施設に常備している日用品やおむつ代は介護保険給付対象となってい

個別機能訓練体制加算Ⅰ 12 12 12 12 12 　るので負担の必要はありません。

個別機能訓練体制加算Ⅱ ※1 ※1 ※1 ※1 ※1

精神科医師定期的療養指導 5 5 5 5 5

看護体制加算Ⅰ2 4 4 4 4 4

夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 16 16 16 16

科学的介護推進体制加算Ⅱ ※2 ※2 ※2 ※2 ※2

日常生活継続支援加算 36 36 36 36 36

介護職員処遇改善加算Ⅰ 54 59 65 71 76

介護職員等ベースアップ等支援加算 10 11 13 14 15

サービス費合計 710 784 863 938 1,011

食費 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445

居住費 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171

１日あたり利用料金合計（１割負担） 3,326 3,400 3,479 3,554 3,627

　　　　　〃　　　　　（２割負担） 4,036 4,184 4,342 4,492 4,638

　　　　　〃　　　　　（３割負担） 4,746 4,968 5,205 5,430 5,649

１ヶ月あたり利用料金合計（１割負担） 103,176 105,470 107,919 110,244 112,507

　　　　　　〃　　　　　（２割負担） 125,256 129,844 134,742 139,392 143,918

　　　　　　〃　　　　　（３割負担） 147,336 154,218 161,565 168,540 175,329

入所利用の流れ

①　施設へ来園または電話にて相談していただきます。
②　ご本人の事がわかる同居家族または近親者が直接施設においでいただき入所申
      込書を提出するか、来園が困難な場合は、郵送にて提出後、電話にて聞き取り
      をさせていただきます。
③　1～２ヶ月毎に入所検討会を開催します（当施設の入所規定に基づいて開催）。

ここから先は入所が近くなった段階で実施いたします。
④　施設から実態調査に伺います。その後、調査票に基づき確認会議を開催します。
⑤　利用決定の連絡をします。
⑥　主治医へ和風園の協力病院担当医あてに、診療情報提供書を依頼して頂きます。
⑦　入所契約。


